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居宅基準第 73 条の２第２項は、指定訪問看護事業者が同項各号に規定

する記録を整備し、２年間保存しなければならないこととしたものであ

る。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の

解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により

一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

また、指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合は、同条により整

備すべき記録のうち、指示書、訪問看護計画書及び訪問看護報告書につい

ては、診療録及び診療記録の保存でも差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

指定訪問看護事業所が保険医療機関である場合は、居宅基準第 73 条の

２により整備すべき記録のうち、指示書、訪問看護計画書及び訪問看護報

告書については、診療録及び診療記録の保存でも差し支えない。 

⑽ 準用等 

居宅基準第 74 条の規定により、居宅基準第８条、第９条、第 11 条から

第 13 条まで、第 15 条から第 19 条まで、第 21 条、第 26 条、第 30 条から

第 34 条まで及び第 35 条から第 38 条及び第 52 条までの規定は、指定訪問

看護の事業について準用されるため、第３の一の３の⑵（第三者評価の実

施状況に係る規定を除く。）、⑶、⑸から⑽まで、⑿、⒂、(21)、(24)、(25)、(27)

から(30)まで及び(32)並びに第３の二の３の⑷を参照されたい。この場合にお

いて、次の点に留意するものとする。 

①・② （略） 

⑺ 準用 

居宅基準第 74 条の規定により、居宅基準第８条、第９条、第 11 条から

第 13 条まで、第 15 条から第 19 条まで、第 21 条、第 26 条、第 30 条から

第 34 条まで及び第 35 条から第 38 条及び第 52 条までの規定は、指定訪問

看護の事業について準用されるため、第３の一の３の⑴（第三者評価の実

施状況に係る規定を除く。）、⑵、⑷から⑼まで、⑾、⒁、⒇から(22)まで及

び(24)から(28)まで並びに第３の二の３の⑷を参照されたい。この場合におい

て、次の点に留意するものとする。 

①・② （略） 

四 訪問リハビリテーション 

１・２ （略） 

四 訪問リハビリテーション 

１・２ （略） 

３ 運営に関する基準 

⑴ （略） 

３ 運営に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針及び具体的取扱方針（居宅

基準第 79 条及び第 80 条） 

① （略） 

② 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーショ

ンの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に

対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビ

リテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーシ

ョンを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する

負荷等の指示を行うこと。 

③～⑥ （略） 

⑦ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指

⑵ 指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針及び具体的取扱方針（居宅

基準第 79 条及び第 80 条） 

① （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

②～⑤ （略） 

（新設） 
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定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーショ

ンの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達して

いること。 

⑧ リハビリテーション会議の構成員は、医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指

定居宅サービス等の担当者、介護予防・日常生活支援総合事業のサービ

ス担当者及び保健師等とすること。 

指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議を開

催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の状況等

に関する情報を当該構成員と共有するよう努めること。 

なお、リハビリテーション会議は、利用者及びその家族の参加を基本

とするものであるが、家庭内暴力等によりその参加が望ましくない場合

や、家族が遠方に住んでいる等によりやむを得ず参加できない場合は、

必ずしもその参加を求めるものではないこと。 

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、サービ

ス担当者の事由等により、構成員がリハビリテーション会議を欠席した

場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図るこ

と。 

リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この⑧において

「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等

の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレ

ビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

 

 

 

⑥ リハビリテーション会議の構成員は、医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指

定居宅サービス等の担当者、介護予防・日常生活支援総合事業のサービ

ス担当者及び保健師等とすること。 

指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議を開

催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の状況等

に関する情報を当該構成員と共有するよう努めること。 

なお、リハビリテーション会議は、利用者及びその家族の参加を基本

とするものであるが、家庭内暴力等によりその参加が望ましくない場合

や、家族が遠方に住んでいる等によりやむを得ず参加できない場合は、

必ずしもその参加を求めるものではないこと。 

また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、サービ

ス担当者の事由等により、構成員がリハビリテーション会議を欠席した

場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図るこ

と。 

⑶ 訪問リハビリテーション計画の作成（居宅基準第 81 条） 

① 訪問リハビリテーション計画は、指定訪問リハビリテーション事業所

の医師の診療に基づき、利用者ごとに、利用者の心身の状態、生活環境

を踏まえて作成することとしたものである。利用者の希望、リハビリテ

ーションの目標及び方針、健康状態、リハビリテーションの実施上の留

意点、リハビリテーション終了の目安・時期等を記載する。なお、既に

居宅サービス計画等が作成されている場合には、当該計画等に沿って訪

問リハビリテーション計画を立案すること。訪問リハビリテーション計

⑶ 訪問リハビリテーション計画の作成（居宅基準第 81 条） 

① 訪問リハビリテーション計画は、指定訪問リハビリテーション事業所

の医師の診療に基づき、利用者ごとに、利用者の心身の状態、生活環境

を踏まえて作成することとしたものである。利用者の希望、リハビリテ

ーションの目標及び方針、健康状態、リハビリテーションの実施上の留

意点、リハビリテーション終了の目安・時期等を記載する。なお、既に

居宅サービス計画等が作成されている場合には、当該計画等に沿って訪

問リハビリテーション計画を立案すること。 
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画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直している

こと。 

②～⑦ （略） 

⑧ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定訪問リハビ

リテーション事業者については、第３の一の３の⒁の⑥を準用する。こ

の場合において、「訪問介護計画」とあるのは「訪問リハビリテーショ

ン計画」と読み替える。 

 

 

②～⑦ （略） 

⑧ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定訪問リハビ

リテーション事業者については、第３の一の３の⒀の⑥を準用する。こ

の場合において、「訪問介護計画」とあるのは「訪問リハビリテーショ

ン計画」と読み替える。 

⑷ 業務継続計画の策定等 

居宅基準第 83 条の規定により指定訪問リハビリテーションの事業につ

いて準用される居宅基準第 30 条の２の規定については、訪問入浴介護と

同様であるので、第３の二の３の⑺を参照されたい。 

⑸ 衛生管理等 

居宅基準第 83 条の規定により指定訪問リハビリテーションの事業につ

いて準用される居宅基準第 31 条の規定については、訪問入浴介護と同様

であるので、第３の二の３の⑻を参照されたい。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

⑹ 虐待の防止 

  居宅基準第 83 条の規定により指定訪問リハビリテーションの事業につ

いて準用される居宅基準第 37 条の２の規定については、訪問介護と同様

であるので、第３の一の３の(31)を参照されたい。 

（新設） 

⑺ 記録の整備 

居宅基準第 82 条の２第２項は、指定訪問リハビリテーション事業者が

同項各号に規定する記録を整備し、２年間保存しなければならないことと

したものである。 

なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の

解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により

一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

また、同項の指定訪問リハビリテーションの提供に関する記録には診療

記録が含まれるものであること。 

⑷ 記録の整備 

 

 

 

 

 

 

居宅基準第 82 条の２第２項の指定訪問リハビリテーションの提供に関

する記録には診療記録が含まれるものであること。 

⑻ 準用 

居宅基準第 83 条の規定により、居宅基準第８条から第 13 条まで、第 15

条から第 19 条まで、第 21 条、第 26 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35

条から第 38 条まで、第 52 条、第 64 条及び第 65 条の規定は、指定訪問リ

ハビリテーションの事業について準用されるものであるため、第３の一の

３の⑵から⑽まで（⑵の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。）、⑿、

⑸ 準用 

居宅基準第 83 条の規定により、居宅基準第８条から第 13 条まで、第 15

条から第 19 条まで、第 21 条、第 26 条、第 30 条から第 33 条まで、第 35

条から第 38 条まで、第 52 条、第 64 条及び第 65 条の規定は、指定訪問リ

ハビリテーションの事業について準用されるものであるため、第３の一の

３の⑴から⑼まで（⑴の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。）、⑾、
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⒂、(21)、(24)、(25)、(27)から(30)まで及び(32)、第３の二の３の⑷を参照されたい

こと。この場合において、次の点に留意するものとする。 

 

①・② （略） 

⒁、⒇から(22)まで及び(24)から(28)まで、第３の二の３の⑷並びに第３の三の

３の⑵を参照されたいこと。この場合において、次の点に留意するものと

する。 

①・② （略） 

五 居宅療養管理指導 

１・２ （略） 

五 居宅療養管理指導 

１・２ （略） 

３ 運営に関する基準 

⑴ 利用料等の受領 

① 居宅基準第 87 条第１項及び第４項の規定は、居宅基準第 20 条第１項

及び第４項の規定と同趣旨であるため、第３の一の３の⑾の①及び④を

参照されたい。 

② 同条第二項の規定は、居宅基準第 66 条第２項の規定と基本的に同趣

旨であるため、第３の三の３の⑵の②を参照されたい。 

③ （略） 

⑵ （略） 

⑶ 運営規程 

居宅基準第 90 条は、指定居宅療養管理指導の事業の適正な運営及び利

用者に対する適切な指定居宅療養管理指導の提供を確保するため、同条第

１号から第７号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定

居宅療養管理指導事業所ごとに義務づけたものであること。なお、第４号

の「指定居宅療養管理指導の種類」としては、当該事業所により提供され

る指定居宅療養管理指導の提供者の職種（医師、歯科医師、薬剤師、歯科

衛生士、管理栄養士）ごとの種類を規定するものであること。 

３ 運営に関する基準 

⑴ 利用料等の受領 

① 居宅基準第 87 条第１項及び第４項の規定は、居宅基準第 20 条第１項

及び第４項の規定と同趣旨であるため、第３の一の３の⑽の①及び④を

参照されたい。 

② 同条第二項の規定は、居宅基準第 66 条第２項の規定と基本的に同趣

旨であるため、第３の三の３の⑶の②を参照されたい。 

③ （略） 

⑵ （略） 

⑶ 運営規程 

居宅基準第 90 条は、指定居宅療養管理指導の事業の適正な運営及び利

用者に対する適切な指定居宅療養管理指導の提供を確保するため、同条第

１号から第５号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定

居宅療養管理指導事業所ごとに義務づけたものであること。なお、第４号

の「指定居宅療養管理指導の種類」としては、当該事業所により提供され

る指定居宅療養管理指導の提供者の職種（医師、歯科医師、薬剤師、歯科

衛生士、管理栄養士）ごとの種類を規定するものであること。 

⑷ 業務継続計画の策定等 

居宅基準第 91 条の規定により指定居宅療養管理指導の事業について準

用される居宅基準第 30 条の２の規定については、訪問入浴介護と同様で

あるので、第３の二の３の⑺を参照されたい。 

（新設） 

⑸ 衛生管理等 

① 居宅基準第 91 条の規定により指定居宅療養管理指導の事業について

準用される居宅基準第 31 条第１項及び第２項の規定については、訪問

介護と同様であるので、第３の一の３の(23)の①を参照されたい。 

② 居宅基準第91条の規定により指定居宅療養管理指導の事業について準

用される居宅基準第 31 条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん

延しないように講ずるべき措置については、具体的には次のイからハま

（新設） 


